
営監様式第26号(1)                               2606 

 

発 生 材 報 告 書 

令和  年  月  日 

 

倉 敷 市 長 様 

所 在 地 

受 注 者 商号又は名称 

現場代理人                 

 

工 事 名                                 工 事 

 

工事場所                                 地 内 

 

概 要    下記収集運搬業者、処分業者により処分しました。 

 

分 類 収 集運搬 業 処 分 業 

 

都道府県･政令市  都道府県･政令市  

許可番号 第  号 許可番号 第  号 

住 所  住 所  

氏 名  氏 名  

 

都道府県･政令市  都道府県･政令市  

許可番号 第  号 許可番号 第  号 

住 所  住 所  

氏 名  氏 名  

 

都道府県･政令市  都道府県･政令市  

許可番号 第  号 許可番号 第  号 

住 所  住 所  

氏 名  氏 名  

 

都道府県･政令市  都道府県･政令市  

許可番号 第  号 許可番号 第  号 

住 所  住 所  

氏 名  氏 名  

 

 

 

決   裁 課  長   課 長 代 理   課 長 主 幹   主  幹   係  長   主  任   係  員 最 終 

公共建築課   

公共設備課   



 

 

営監様式第26号(3) 

・産業廃棄物処理業許可証（写し）、収集運搬業許可証（写し）並びに積込み搬出状況写真、処分地 

場所写真、積降ろし状況写真及びマニフェストＤ票・Ｅ票（写し）を添付のこと。 

・自社運搬の場合は自社運搬携帯書類（写し）を添付のこと。 

・建設発生土及び有価物として処理する場合は、再生事業者等引取り者の受領書(写し)を添付のこと｡ 

・第一種フロン類回収はフロン回収行程管理表Ｅ票及び破壊証明書（写し）を添付のこと。 

廃材の種類 処理方法 設計数量 処分数量 

特
定
建
設
資
材
廃
棄
物 

コ ン ク リ ー ト(無筋) 

コンクリートブロック 

再資源化処理 

  

アスファルト・ 

コンクリート 
  

建設発生木材   

伐木材・伐根材   

建

設

廃

棄

物 

が
れ
き
類 

モルタル、タイル、砕石がら、 

レンガ、衛生陶器、アスファルトがら 
中間処理(破砕処分)   

ガラス、ＡＬＣ版、ケイカル板、 

セメント成形板、石綿スレート、 

サイディング類、混合廃棄物 

安定型埋立処分   

管理型埋立処分   

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

塩ビ材、シーリング、ビニール材、 

発砲スチロール材、シート材、 

合成ゴム材 

中間処理(破砕処分)   

安定型埋立処分   

管理型埋立処分   

金
属
く
ず 

鉄くず(鉄筋、鉄骨) 
アルミくず、ステンレスくず 

有価物処理   

その他金属くず 安定型埋立処分   

木
材
類 

解体木くず、内装撤去材 

伐木材・伐根材 

(再資源化処理施設で受入不可のもの) 

中間処理(破砕処分)   

紙･
繊
維
く
ず 

紙、壁紙、障子、畳 

じゅうたん、ロープ類 
中間処理(焼却処分)   

廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物 管理型埋立処分   

水銀使用製品産業廃棄物 

(蛍光管、HID球等) 
中間処理   

その他建築廃材 

(杭の汚泥、アスファルト防水等) 
管理型埋立処分   

建設発生土   

第一種フロン類回収 
ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣ等 

  


